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主な内容

 統計庁より2019年1月2日に公開された2018年国税統計年譜によると、2013年から2017年まで5年間

に行われた法人事業者に対する税務調査実績は次のとおりである。

 (参考)統計庁は2017年国税資料をまとめて2019年度初めにその資料を公開している。

Ⅰ. 直近5年法人事業者の税務調査実績
-統計庁国家統計ポータル、国税庁国税統計

Ⅱ. 政府、2018会計年度予算よりも25.4兆ウォン超過徴収
-企画財政部報道資料(http://www.moef.go.kr)

 2019年2月8日に企画財政部が公式報道資料を通じて2018年会計年度の総歳入と総歳出結果を明ら

かにした。

 2018会計年度の総歳入は385.0兆ウォン、総歳出は364.5兆ウォン、差額である決算上の剰余金は

16.5兆ウォンであり、繰越3.3兆ウォンを差し引いた歳計剰余金(決算上の剰余金-来年度繰越額)は

13.2兆ウォンの黒字を記録した。

 総歳入は385.0兆ウォンを徴収したが、前年に比べ25.5兆ウォン増加し、予算に比べ13.7兆ウォンを

超過した。

 また、総歳出は予算現額(予算額 + 前年度繰越額など) 376.5兆ウォンのうち364.5兆ウォンを執行

(96.8%)し、前年に比べ21.6兆ウォン増加した。

 歳計剰余金は13.2兆ウォン黒字で、2015年以後4年連続黒字を記録した。

 政府が計画した税収より25.4兆ウォンさらに徴収したことに対して、税収の推計が正確でないこと

から、国内景気と関係なく国税超過税収が歴代最大を記録したとの批判も受けると思われる。

 これを受け、政府は2018年の国税収入は半導体の好況、資産市場の好調などで超過税収が生じたと

説明したが、税収推計の正確性向上のために手続き改編、情報公開の拡大、機関責任性の強化など

税収推計システムを改善する計画であるとした。

区分
稼動
法人数

調査
法人数

決定
収入金額

申告
所得金額

決定
所得金額

賦課税額

2013年 538,134 5,128 833,926,520 107,400,776 120,142,525 6,612,839

2014年 576,138 5,443 1,110,378,210 158,868,601 168,779,712 6,430,795

2015年 623,411 5,577 632,739,445 89,294,010 98,553,060 5,511,726

2016年 673,374 5,445 608,837,239 69,057,133 84,145,904 5,383,682

2017年 726,701 5,147 748,370,092 150,751,170 164,700,507 4,504,699

[単位：百万ウォン]
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1.質問要旨

 内国法人が使用人に支給した人材開発費を国から全額訓練支援金として受領する場合、「租税特例

制限法」第10条による研究・人材開発費税額控除は適用できるか。

2.事実関係

 A法人は大企業と公共機関などのコールセンターを誘致、専門担当者を派遣して運営代行および相

談業務を共に行うトータルアウトソーシングサービス提供業者である。

 A法人はコールセンター業務に投入される使用人(訓練生)に対して教育訓練を実施してから人材開発

費(職業能力開発訓練費)に該当する訓練手当などを訓練生に支給した後、先払いした人材開発費全

額を雇用労働部から訓練支援金として受領している。

 A法人が訓練支援金として全額受領している該当人材開発費(職業能力開発訓練費)に対して、2014

～2017事業年度の法人税の申告時に研究・人材開発費に対する税額控除が適用された。

3.争点

 人材開発費支出額を国から受領する場合のR&D税額控除の適用可否

 現行の租税特例制限法施行令第8条第1項では“出資金などを受領して研究開発費として支出する金

額をR&D税額控除対象から除外”するように規定しているため、出資金などを受領して研究開発費

でない人材開発費として支出する場合にもR&D税額控除を排除すべきか否かが争点である。

4.回答内容

 内国法人が「租税特例制限法施行規則」第7条第9項第5号に該当する訓練手当などの人材開発費を

支出してから国から全額訓練支援金として受領する場合、該当人材開発費支出額は「租税特例制限

法」第10条による研究・人材開発費税額控除の適用対象に該当しない。

5.参考

 争点に関してはかなりの議論があったが、今回の有権解釈をもって国税庁が立場を明確にしただけ

でなく、2019年1月4日に立法予告された租税特例制限法施行令改正案は、出資金などで研究開発費

および人材開発費を支出した場合、R&D税額控除を排除するように改正してこれを明確にした。

 すなわち、人材開発費の場合もR&D税額控除が排除されるとの国税庁の立場を明文化したと思われ

るため、今後注意を要する。

Ⅲ. 最新事例・判例
-基準-2018-法令解釈法人-0260,2018.11.14.
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6.関連法令

(1)租税特例制限法第9条【研究・人材開発準備金の損金算入】

①内国人が2013年12月31日以前に終わる課税年度まで研究開発および人材開発(以下“研究・人材開発”

という)に必要な費用に引き当てるために研究・人材開発準備金を積み立てた場合は、該当課税年度の

収入金額(「法人税法」第43条の企業会計基準により計算した売上高。 以下第10条で同じ)に100分の3

を乗じて算出した金額の範囲内で該当課税年度の所得金額を計算する時に該当金額を損金に算入する

。

②第1項により損金に算入した研究・人材開発準備金は、次の各号により益金に算入する。

1. 該当準備金を、損金に算入した課税年度が終わる日から3年となる日が属する課税年度が終わる日

まで研究・人材開発に必要な費用(新しいサービスおよびサービス伝達体系を開発するための研究開発

の場合、独自の研究開発に必要な費用のみ該当)のうち大統領令で定める費用(以下“研究・人材開発費”

という)に使用した金額に相当する準備金は、その3年となる日が属する課税年度から各課税年度の所

得金額を計算する時にその準備金を36で除した金額に該当課税年度の月数を乗じて算出した金額を益

金に算入する。

2. 損金に算入した準備金が第1号により益金に算入する金額を超過すれば、その超過部分に相当する

準備金は、その準備金を損金に算入した課税年度が終わる日から3年となる日が属する課税年度の所得

金額を計算する時に益金に算入する。 ただし、準備金を損金に算入してから事業計画などが変更され

て研究・人材開発に使わなくなった金額は、その3年となる日が属する課税年度前に益金に算入するこ

とができる。

⑤第1項による研究開発は科学的または技術的な進展のための活動と新しいサービスおよびサービス伝

達体系を開発するための活動を意味し、人材開発は内国人が雇用している役員または使用人を教育・

訓練させる活動を意味し、その具体的な範囲は大統領令で定める。

(2)租税特例制限法施行令第8条【研究及び人材開発準備金の範囲など】

①法第9条第2項第1号において“大統領令で定める費用”とは、法第9条第5項による研究開発および人材

開発のための費用として別表6の費用をいう。 ただし、次の各号に該当する費用は除く。 <但書新設

2013.2.15>

1.法第10条の2による研究開発出資金などを受領して研究開発費として支出する金額

2.国、地方自治体、「公共機関の運営に関する法律」による公共機関および「地方公企業法」による

地方公企業から研究開発などを目的に出資金などの資産を受領して研究開発費として支出する金額

Ⅲ. 最新事例・判例、続き
-基準-2018-法令解釈法人-0260,2018.11.14
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